
 

さいたま市小・中一貫「潤いの時間」教育

特区 
 

都道府県名： 
埼玉県 

申請主体名： さいたま市 

区域の範囲： さいたま市の全域 

 
 

特区の概要：  国際社会において活躍するには、広い視野と柔軟な考え方を
もち、さまざまな人々と協調しながらよりよく課題解決を図
り、豊かな心とたくましい精神力で主体的に活動できる人材が
求められている。そこで、小学校３年生から中学校３年生まで
の系統的・継続的な小・中一貫カリキュラムのもと「潤いの時
間」（人間関係プログラム・英会話）を教育課程に新設し、ス
キルの習得、コミュニケーション能力、豊かな人間関係づくり
能力及び国際社会をたくましく生き抜く能力などを育成する。 

 

適用される規制
の特例措置： 

・特区研究開発学校の設置（教育課程の弾力化） 

 

 
    
 

スーパーアリーナの写真 

 

さいたま市 


